
食事だより
摂津市立認定こども園令和５年度

新しい年の始まりです。今年も心身
共に健やかな一年にしましょう。その
ためには早寝・早起き・朝ごはんが欠
かせません。休み中も規則正しい生活
リズムを心がけて、元気なスタートを
切りましょう。

※保育所では1月13日（水）にお正月メニューとしておせち料理の
田作りと松風焼きを提供します。

３月３日は桃の節句、５月５日は端午の節句というように、季節の節目となる日
を「節句」と言います。１月７日は一年で最初の節句である人日（じんじつ）の節句
です。昔からこの日には七草粥を食べる風習があることから、七草の節句とも呼ば
れています。
新しい一年の無病息災や邪気払いを願いながら食べる七草粥ですが、年末年
始にごちそうを食べ過ぎた胃腸をいたわること、また冬場に不足しがちなビタミン
やミネラルを補うことなど、大切な役割も担っています。こども園では１月１０日(水)
の昼食に七草粥を提供します。本来は細かく刻んだ春の七草を使用しますが、こ
ども園では子どもたちも食べやすいように、小松菜と大根といったなじみ深い野菜
でアレンジしています。

日本の伝統料理 おせち料理

正月とは１月１日から７日の松の内や１５日の小正月までを指します。元旦には
「年神様（としがみさま）」という新年の神様が一年の幸福をもたらすために各家
庭にやって来ます。おせち料理はこの年神様にお供えするものとして作られたのが
始まりと言われています。
重箱に詰める料理は新しい年を健康で幸せに過ごせるように縁起を担いだも
のばかりです。その由来や、こめられた願いをご存じですか？

こども園では正月料理として12日(金)と26日(金)にぶり
の照焼き・炒めなますを、19日（金）に田作り・松風焼き
を提供します。

ほとけのざ はこべら なずな せり すずな すずしろ ごぎょう

春の七草

今年も安心・安全でおいしい給食を提供できる
ように取り組んで参りますので、よろしくお願い
いたします。


